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第 １条　川崎市事務分掌規則（昭和47年川崎市規則第19

号）の一部を次のように改正する。

　 　第５条の表市民生活部の部地域安全推進課の項第４

号中「自衛官」の次に「及び自衛官候補生」を加える。

　（川崎市区役所等事務分掌規則の一部改正）

第 ２条　川崎市区役所等事務分掌規則（昭和47年川崎市

規則第20号）の一部を次のように改正する。

　 　第２条第１項の表区民協働推進部の部地域振興課の

項第10号中「自衛官」の次に「及び自衛官候補生」を

加える。

　　　附　則

　この規則は、平成22年７月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市公共工事の前払金に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

　　平成22年６月30日

 川崎市長　阿　部　孝　夫　　

川崎市規則第62号

　　　川崎市公共工事の前払金に関する規則の一

　　　部を改正する規則

　川崎市公共工事の前払金に関する規則（昭和38年川崎

市規則第40号）の一部を次のように改正する。

　第２条ただし書を削り、同条に次の２項を加える。

２ 　前項に定めるもののほか、市長は、同項第１号に掲

げる工事のうち、工期が２月以上で市長が必要と認め

るものについては、次に掲げる要件のすべてに該当す

ることの認定を行い、当該認定を受けた工事の請負人

に対し、同号に規定する額の範囲内で既に支払った前

払金に追加して支払う前払金（以下「中間前払金」と

いう。）として請負金額の２割に相当する額の範囲内

で前金払をすることができる。

　⑴ 　工期の２分の１を経過していること。

　⑵ 　工程表により工期の２分の１を経過するまでに実

施すべきものとされている当該工事に係る作業が行

われていること。

　⑶ 　既に行われた当該工事に係る作業に要した経費が

請負金額の２分の１以上の額に相当するものである

こと。

　⑷ 　当該工事において、川崎市契約規則（昭和39年川

崎市規則第28号）第44条第１項に規定する内払（別

に定めるものを除く。）がされていないこと。

３ 　中間前払金の支払について必要な事項は、別に定め

る。

　第３条中「前払金」の次に「（中間前払金を含む。以

下同じ。）」を加え、「にその写し１通を添えて、これ」

を削る。

　第５条第２項中「第２条」を「第２条第１項」に、「同

項」を「前項」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、平成22年７月１日から施行する。

　（川崎市契約規則の一部改正）

２ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）の一

部を次のように改正する。

　 　第45条第２項中「第２条」を「第２条第１項」に改

め、同条第３項中「の工事」の次に「又は前払金に関

する規則第２条第２項に規定する中間前払金が支払わ

れた工事」を、「内払」の次に「（別に定めるものを除

く。）」を加える。

　 　第６号様式第35条第１項中「額の前払金」の次に

「（中間前払金（川崎市公共工事の前払金に関する規

則（昭和38年川崎市規則第40号。以下「前払金に関す

る規則」という。）第２条第２項に規定する中間前払

金をいう。以下同じ。）を除く。）」を加え、同条第２

項中「前項」を「第１項又は第２項」に改め、「前払金」

の次に「（中間前払金を含む。以下同じ。）」を加え、

同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２項を

加える。

　２ 　乙は、前項の規定による前払金の請求をして、当

該前払金の支払を受けた後、保証事業会社と、契約

書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約

を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負金額

の10分の２以内で甲が定める額の中間前払金の支払

を甲に請求することができる。

　３ 　乙は、中間前払金の支払を請求しようとするとき

は、保証契約を締結する前に、この工事が前払金に

関する規則第２条第２項各号に掲げる要件のすべて

に該当することの認定を受けなければならない。

　　 　第６号様式第36条第３項中「川崎市公共工事の前

払金に関する規則（昭和38年川崎市規則第40号）」

を「前払金に関する規則」に改める。

　　 　第６号様式第40条第３項中「の工事」の次に「又

は中間前払金が支払われた工事」を、「内払」の次

に「（別に定めるものを除く。）」を加える。

　　 　第６号様式第51条第３項中「第35条第１項」の次

に「又は第２項」を加え、「同項前段」を「第１項

前段」に改め、同条（注）中「第35条第１項」の次

に「又は第２項」を加える。

　　 　第６号様式第61条第２項から第４項までの規定中

「第35条第１項」の次に「又は第２項」を加える。

　　　───────────────────

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成22年６月30日

 川崎市長　阿　部　孝　夫　　
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川崎市規則第63号

　　　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する

　　　条例施行規則の一部を改正する規則

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第128号）の一部を次のように

改正する。

　第39条第２項第３号に次のように加える。

　　（ウ ）ガスクロマトグラフ質量分析計により測定す

る方法

　　　附　則

　この規則は、平成22年７月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

　　平成22年６月30日

 川崎市長　阿　部　孝　夫　　

川崎市規則第64号

　　　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する

　　　条例施行規則の一部を改正する規則の一部

　　　を改正する規則

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則（平成14年川崎市規則第37号）

の一部を次のように改正する。

　附則第２項中「平成22年６月30日」を「平成25年６月

30日」に改める。

　附則別表中「平成22年６月30日」を「平成25年６月30

日」に改め、同表アンモニア、アンモニウム化合物、亜

硝酸化合物及び硝酸化合物の項中「500ミリグラム」を

「400ミリグラム」に改める。

　　　附　則　　　　　

　この規則は、平成22年７月１日から施行する。　

　　　───────────────────

　川崎市母子保健法施行細則等の一部を改正する規則を

ここに公布する。

　　平成22年６月30日

 川崎市長　阿　部　孝　夫　　

川崎市規則第65号

　　　川崎市母子保健法施行細則等の一部を改正

　　　する規則

　（川崎市母子保健法施行細則の一部改正）

第 １条　川崎市母子保健法施行細則（昭和62年川崎市規

則第36号）の一部を次のように改正する。

　 　別表備考第１項中「第314条の８及び同法附則第５

条第３項」を「第314条の７、第314条の８並びに附則

第５条第３項及び第５条の４第６項」に改め、同表備

考第２項第１号中「第92条第１項並びに第95条第１

項、第２項及び第３項」を「第78条第１項及び第２項

（同項第２号及び第３号の規定については、地方税法

第314条の７第１項第２号に規定する寄附金に限る。）、

第92条第１項並びに第95条第１項から第３項まで」に

改め、同項第２号中「第41条の２」の次に「、第41条

の３の２第４項及び第５項」を加え、「及び第41条の

19の３第１項」を「、第41条の19の３第１項及び第２

項、第41条の19の４第１項及び第２項並びに第41条の

19の５第１項」に改める。

　 （川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の一

部改正）

第 ２条　川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則

（平成17年川崎市規則第41号）の一部を次のように改

正する。

　 　別表備考第１項第１号中「第92条第１項並びに第95

条第１項、第２項及び第３項」を「第78条第１項及び

第２項（同項第２号及び第３号の規定については、地

方税法第314条の７第１項第２号に規定する寄附金に

限る。）、第92条第１項並びに第95条第１項から第３項

まで」に改め、同項第２号中「第41条の２」の次に「、

第41条の３の２第４項及び第５項」を加え、「及び第

41条の19の３第１項」を「、第41条の19の３第１項及

び第２項、第41条の19の４第１項及び第２項並びに第

41条の19の５第１項」に改める。

　 （川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の一部改正）

第 ３条　川崎市結核児童療育給付事務取扱細則（昭和47

年川崎市規則第46号）の一部を次のように改正する。

　 　別表備考第１項中「第314条の８及び同法附則第５

条第３項」を「第314条の７、第314条の８並びに附則

第５条第３項及び第５条の４第６項」に改め、同表備

考第２項第１号中「第92条第１項並びに第95条第１

項、第２項及び第３項」を「第78条第１項及び第２項

（同項第２号及び第３号の規定については、地方税法

第314条の７第１項第２号に規定する寄附金に限る。）、

第92条第１項並びに第95条第１項から第３項まで」に

改め、同項第２号中「第41条の２」の次に「、第41条

の３の２第４項及び第５項」を加え、「及び第41条の

19の３第１項」を「、第41条の19の３第１項及び第２

項、第41条の19の４第１項及び第２項並びに第41条の

19の５第１項」に改める。

　（川崎市児童福祉法施行細則の一部改正）

第 ４条　川崎市児童福祉法施行細則（昭和47年川崎市規

則第62号）の一部を次のように改正する。

　 　別表第４備考第３項第１号中「、同条第２項第１号、

第２号（」を「及び第２項（同項第２号及び第３号の

規定については、」に、「寄付金に限る。）及び第３号

（地方税法第314条の７第１項第２号に規定する寄付

金」を「寄附金」に改め、同項第２号中「第41条の19

の２第１項」の次に「、第41条の19の３第１項及び第


